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答申書

第１ 審査会の結論

審査請求人の主張には理由がないから、本件審査請求は、棄却すべきものであ

る。

第２ 審査関係人の主張の要旨

１ 審査請求人

配当計算書謄本に係る処分（以下「本件処分」という。）は、審査請求人の

実情を考慮することなく、通常例を見ない異例の速さで行われた不当な処分で

あるため、その取消しを求める。

２ 処分庁

本件処分は、地方税法及び同法の規定によりその例によることとされる国税

徴収法の滞納処分についての規定にのっとり適切に行われたものである。

第３ 審理員意見書の要旨

１ 本件審査請求の適法性について

① 配当処分に係る審査請求については、地方税法第１９条の４第４号におい

て、換価代金等の交付期日後は、することができないこととされている。

しかし、処分庁は、本件処分について、誤って長期の審査請求期間を教示

していたことが確認された。

② よって、本件審査請求は、本来の審査請求期間の経過後になされたもので

あるが、行政不服審査法第１８条第１項ただし書の規定により、本来の審査

請求期間内に行われないことにつき正当な理由があるといえることから、適

法になされたものである。

２ 本件処分が通常例を見ない異例の速さで行われた不当な処分であるかについ

て

本件処分は、地方税法第３７３条第７項においてその例によることとされて

いる国税徴収法に規定する滞納処分についての規定に従い適切に行われた処分

であり、審査請求人の実情を考慮することなく、通常例を見ない異例の早さで
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行われた不当な処分であるとはいえない。

３ 上記以外の違法性又は不当性について

その他本件処分について、違法又は不当な点は認められない。

第４ 審査会における調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり調査審議を行った。

平成２８年１０月２５日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受

同年１１月４日 第１回調査審議

同月２４日 第２回調査審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 審理手続の適正について

本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認め

られる。

２ 本件審査請求の適法性について

① 配当処分に係る審査請求については、審理員意見書に記載のとおり、地方

税法第１９条の４第４号において、換価代金等の交付期日後はすることがで

きないこととされている。

② 本件処分に係る本来の審査請求期間は、換価代金の配当期日である平成２

８年４月２２日までである。

③ しかし、処分庁は、本件処分に係る配当計算書謄本において、審査請求期

間を３ヶ月以内と教示していたことを確認した。

④ また、本件審査請求は、本来の審査請求期間の経過後である平成２８年６

月１４日に行われたものであるが、処分庁が誤って教示した審査請求期間内

に行われたものであると確認した。

⑤ 処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示した

場合において、その教示された期間内に審査請求がされたときは、行政不服

審査法第１８条第１項ただし書の規定による法定の期間経過後に審査請求が

なされることにつき「正当な理由」があるものと解釈される。
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⑥ よって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされたものであるが、誤

って教示された期間内に行われたものであるため、適法になされたものであ

ると判断される。

３ 審査請求人の主張について

審査請求人は、本件処分が審査請求人の実情を考慮することなく、通常例を

見ない異例の速さで行われた不当な処分である旨を主張する。

しかし、本件処分は、審理員意見書記載のとおり、地方税法第３７３条第７

項においてその例によることとされる国税徴収法の滞納処分の規定により定め

られた期限を遵守して適切に処理されており、違法又は不当な点は認められな

い。

よって、審査請求人の主張には理由がないから、審査会の結論のとおり、本

件審査請求は、棄却されるべきものである。

第６ 審査会からの附帯意見

処分庁は、配当処分を含め、不利益処分に係る通知については、今後、誤っ

た教示をすることのないよう、十分に留意されたい。
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